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第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年 9 月 3 日付「第三者委員会設置のお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社及びそのグ

ループ会社において、当社やグループ会社の経営陣の関与又は認識の下で、不適切な会計処理が行われてい

たことを疑わせる資料が複数発見されたため、日本弁護士連合会の定める「企業等不祥事における第三者委

員会ガイドライン」に準拠した第三者委員会を設置し、調査を進めてきました。 

本日、第三者委員会より調査報告書を受領いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

なお、今回の調査報告書は、第三者委員会の設置から約６か月にわたって調査を実施してきた結果、第三者

委員会として一定の原因分析を行い、再発防止策の提言を行うために必要な事実を認定することができたと

判断し、一連の調査結果を取りまとめて報告することとしたものとうかがっております。今回の報告書受領

後も第三者委員会による調査は継続しており、最終的な影響額の算定結果等については、調査完了後に改め

て報告書を受領する予定です。当社においては、引き続き第三者委員会の調査へ全面協力するとともに、調査

が完了し、第三者委員会より最終報告書を受領次第、速やかに開示いたします。 

 

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、心よ

り深くお詫び申し上げます。 

記 

 

1． 第三者委員会の調査報告書について 

当社は第三者委員会より、本日付けで調査報告書を受領いたしました。当該報告書につきましては、当社グ

ループ及びお取引様の営業秘密の保護及び個人のプライバシーの保護等の観点から、部分的な非開示措置を

行ったうえで、迅速に後日開示予定です。 

 

2． 再発防止策等について 

当社は、第三者委員会の調査結果及び提言を真摯に受け止め、実効性の高い経営管理体制及び内部統制の

改革並びに再発防止策の策定等に取り組み、経営の透明性と健全性を高め、社会的信頼の回復に全力を尽く

してまいります。1 月 28 日に公表した「改善計画・状況報告書」につきましては、第三者委員会の調査報告

及びその他の社内調査報告を踏まえて再検討・見直しを行い、改めて公表する予定です。 
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